
私立 長岡崇徳大学 看護学部 新潟県長岡市 学校法人 遵守事項

　看護学科 80 　悠久崇徳学園

・大学を設置するにあたり、監事監査の充実に努めること。 助言事項

・学校法人及び新設大学の業務を適切に執行するための事務処理体制について
計画どおり整備すること。

助言事項

・事業活動支出に対する教育研究経費の割合が同系統の大学等を設置する学校
法人に比べ低く、また、近年この割合が低下傾向にあることから、教育研究条
件の充実向上に取り組むこと。

助言事項

・学生生徒等納付金に対する経常的経費支出の割合が同系統の大学等を設置す
る学校法人に比べて低いことから、同納付金の学生への還元に取り組むこと。

助言事項

・認可後に複数の地方公共団体からの補助金が収納予定であることから、収納
後、遺漏が無いよう速やかにその旨を報告すること。

遵守事項

私立 岐阜保健大学 看護学部 岐阜県岐阜市 学校法人 遵守事項 岐阜保健短期大学

　看護学科 80 　豊田学園 　看護学科（廃止） （△80）
　※平成31年4月学生募集停止

遵守事項

遵守事項

・理事会が持ち回りで行われたことから、集会の形式により行うこと。 助言事項

・新設大学の業務を適切に執行するための事務処理体制について計画どおり整
備すること。

助言事項

・学生生徒等納付金に対する経常的経費支出の割合が同系統の大学等を設置す
る学校法人に比べて低いことから、同納付金の学生への還元に取り組むこと。

助言事項

・改組転換（既設の短期大学等を廃止して、その教員組織、施設設備を基に新
たな大学等を設置することによる標準設置経費等の特例）に該当するため、審
査基準上、設置経費が標準設置経費を下回っても差し支えないが、校舎、機械
及び器具等の設備にあたり教育研究に支障がないよう配慮すること。

助言事項

・既設校の今後の定員充足の在り方について検討し、定員未充足の改善に取り
組むこと。（岐阜保健短期大学・リハビリテーション学科）

助言事項

・改組転換（既設の短期大学等を廃止して、その教員組織、施設設備を基に新
たな大学等を設置することによる負債率等の特例）に該当することから、岐阜
保健短期大学看護学科については、計画どおり廃止すること。

遵守事項

私立 和歌山信愛大学 教育学部 和歌山県和歌山市 学校法人 遵守事項

　子ども教育学科 80 　和歌山信愛女学院

遵守事項

・完成年度前に、定年規程に定める退職年齢を超える専任教員数の割合が比較
的高いことから、定年規程の趣旨を踏まえた適切な運用に努めるとともに、教
員組織編制の将来構想について着実に実施すること。

・一般入学試験において、アドミッション・ポリシーに掲げる内容を調査書の
内容から確認することを入学志願者に明確に示すこと。また、入学者選抜にお
いて、出願書類の中でアドミッション・ポリシーに掲げる内容を備えているか
を入学志願者の署名をもって証明させることについて、大学の評価を伴わない
不適切な選抜方法であるとともに、入学後に当該内容を備えていなかった場合
に対応不可能であることから、見直すこと。

・設置の趣旨・目的等が生かされるよう、設置計画を確実に履行すること。ま
た、開設時から４年制大学にふさわしい教育研究活動を行うことはもとより、
その水準を一層向上させるよう努めること。

・設置の趣旨・目的等が生かされるよう、設置計画を確実に履行すること。ま
た、開設時から４年制大学にふさわしい教育研究活動を行うことはもとより、
その水準を一層向上させるよう努めること。

附 帯 事 項

・実習巡回指導について、十分な指導を行うことができるよう、巡回指導を担
当する専任教員数を増やし、指導体制を充実すること。また、助手が巡回する
際には、実習指導教員との適切な連携のもと、業務に当たること。

・学生募集を行う際に募集要項にコース定員を明記するなど、コースごとの募
集人員の設定があることを明確にして、入学前の進路の選択に疑義が生じない
ように適切な措置を講じること。

平成３１年度開設予定大学一覧

１　大学を設置するもの　４校 平成３０年８月

区分 大 学 名 学部・学科等名
入 学
定 員 位 置 備 考

(人)
設 置 者
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附 帯 事 項区分 大 学 名 学部・学科等名
入 学
定 員 位 置 備 考

(人)
設 置 者

（和歌山信愛大学） 助言事項

遵守事項

・新設大学の業務を適切に執行するための事務処理体制について計画どおり整
備すること。

助言事項

・認可後に補助金（和歌山市）が収納予定であることから、収納後、速やかに
その旨を報告すること。

遵守事項

私立 福岡国際医療福祉大学 医療学部 福岡県福岡市 学校法人 遵守事項

　理学療法学科 40 　高木学園

　作業療法学科 40

　視能訓練学科 40
遵守事項

遵守事項

 認可申請に伴う，既設大学等の入学定員の変更状況

計 ４　校 　　４学部　　６学科 360 　短 期 大 学 △ 80

（注） 「備考」欄の（　）書の数字は，今回の認可申請に伴う関係のある既設学部等の入学定員の減を示す。

・完成年度前に、定年規程に定める退職年齢を超える専任教員数の割合が高い
ことから、定年規程の趣旨を踏まえた適切な運用に努めるとともに、教員組織
編制の将来構想について着実に実施すること。
（視能訓練学科）

・講義と演習の授業形態によって単位設定が異なるが、シラバスにおいて授業
形態の明確な記載がないため、学生が授業科目を履修する際に各科目の必要と
する学修時間が認識できない状況にある。授業内容に授業形態を明記するな
ど、学生が各科目の学修に必要とする内容を認識できるようにすることが望ま
しい。

・設置の趣旨・目的等が生かされるよう、設置計画を確実に履行すること。ま
た、開設時から４年制大学にふさわしい教育研究活動を行うことはもとより、
その水準を一層向上させるよう努めること。

・設置の趣旨・目的等が生かされるよう、設置計画を確実に履行すること。ま
た、開設時から４年制大学にふさわしい教育研究活動を行うことはもとより、
その水準を一層向上させるよう努めること。

・完成年度前に、定年規程に定める退職年齢を超える専任教員数の割合が比較
的高いことから、定年規程の趣旨を踏まえた適切な運用に努めるとともに、教
員組織編制の将来構想について着実に実施すること。
（理学療法学科、作業療法学科）

・学生募集を行う際に募集要項にコース定員を明記するなど、コースごとの募
集人員の設定があることを明確にして、入学前の進路の選択に疑義が生じない
ように適切な措置を講じること。
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